
                                 

    

  

                

  

         

                                 

                                 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊
今
回
掲
載
の
内
容
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
状
況
に
よ
っ
て
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

下
さ
い
。 

 

 

令
和
２
年
７
月
１
日
よ
り
航
路
運
賃
低

廉
化
事
業
に
お
け
る
準
住
民
の
基
準
が
変

更
と
な
り
ま
し
た
。 

 
※
別
表
①
参
照 

・
対
象
者
で
、
助
成
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、

町
が
発
行
す
る
「
隠
岐
航
路
運
賃
助
成
対

象
者
（
準
住
民
）
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。 

 
 

 

※
別
表
②
参
照 

 

役
場
町
民
課
、
各
支
所
、
出
張
所 

 

発
行
に
必
要
な
も
の
及
び
返
信
用
封
筒

（
返
送
先
を
記
入
し
、
郵
便
切
手
を
貼
っ

た
も
の
。
）
を
同
封
し
、
左
記
ま
で
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

〒
６
８
５-

８
５
８
５ 

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
城
北
町
１
番

地 隠
岐
の
島
町
役
場 

町
民
課 

戸
籍
住
民
係 

 
 

 

 

役
場 

町
民
課
戸
籍
住
民
係 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

８
５
６
０ 

変更後

対
象
者
①

隠岐の島町に住民票がある方が扶養し、町外に
居住している小・中・高・大学等に通う児童・
生徒

対
象
者
②

離島留学（隠岐水産高等学校専攻科を含む）
で隠岐の島町に居住している未成年の児童・生
徒（以下、離島留学生という。）の両親、祖父
母、兄弟姉妹

対
象
者
①

・申請者の学生証の写し又は、在学証明書
・隠岐の島町に住民票がある方に扶養され
　ていることが分かるもの
（健康保険証の写し等）

対
象
者
②

・離島留学生の学生証の写し又は、在学証明書
・離島留学生との続柄が確認できるもの
（戸籍謄本等）

共
通

変更前

・申請者本人の顔写真（縦3㎝　横2.5㎝）
　※運転免許証等の顔写真がカラーで写っ
　ているものでも可。
・申請者の住所が確認できるものの写し
（運転免許証、健康保険証等）

隠岐の島町に住民票がある方が扶養し、町外に居住し
ている18才以下の小・中・高校等に通う児童・生徒

離島留学で隠岐の島町に居住する未成年の児童・生徒
の両親、祖父母、兄弟姉妹

【別表①】準住民とする者

【別表②】申請に必要なもの
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 49

 

2,000
 

 50

 

89  

2,000
 

  90

124  

2,400
 

           

  125

249  

3,600
 

       

   250

 

6,000
 

 
3,700

 

 

( ) 

2,000
 

 
5,900

 

 
 

 

令
和
２
年
度
の
狂
犬
病
予
防
集

合
注
射
を
以
下
の
日
程
で
行
い
ま

す
。 

 

①
す
で
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
は

案
内
ハ
ガ
キ
を
必
ず
ご
持
参
下
さ

い
。 

②
時
間
が
多
少
ず
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

③
注
射
を
す
る
際
に
犬
を
捕
ま
え

る
こ
と
が
で
き
る
方
が
連
れ
て
来

て
下
さ
い
。 

④
高
齢
の
犬
は
動
物
病
院
で
の
注

射
を
お
願
い
し
ま
す
。  

左
記
の
点
に
ご
注
意
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

①
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

②
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
会
場
は
な

る
べ
く
避
け
る
こ
と
や
、
時
間
を
ず

ら
し
て
受
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ

さ
い
。 

③
受
付
の
際
に
は
、
一
定
の
間
隔
を

と
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

④
注
射
終
了
後
は
、
速
や
か
に
会
場

か
ら
離
れ
、
帰
宅
後
は
手
洗
い
、
う

が
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

●
注
射
の
み 

３
，
０
５
０
円 

〈
内
訳
〉 

・
注
射 

 

 

２
，
５
０
０
円 

・
注
射
済
票
交
付 

 

 

５
５
０
円 

●
新
規
登
録
・
注
射 

６
，
０
５
０
円 

〈
内
訳
〉 

・
鑑
札
交
付 

 

３
，
０
０
０
円 

・
注
射
・
注
射
済
票
交
付 

 

３
，
０
５
０
円 

※
な
る
べ
く
釣
銭
の
い
ら
な
い
よ

う
ご
準
備
く
だ
さ
い
。 

 

 

役
場
環
境
課 

生
活
環
境
係 

電
話
２-

８
５
６
５ 

 

場 所 場 所 場 所

宮城ヶ丘集会所 8:50 ～ 9:00 東町集会所 9:50 ～ 9:55 旧飯美生活協同組合 14:15～ 14:20

朝日ヶ丘集会所 9:05 ～ 9:15 登具集会所 10:00～ 10:05 役場　布施支所 14:30～ 14:35

名田集会所 9:20 ～ 9:25 唐井集会所 10:10～ 10:15 卯敷集会所 14:40～ 14:45

岬町集会所 9:35 ～ 9:45 東郷集会所 10:25～ 10:35 大久集会所 14:55～ 15:00

今津集会所 9:55 ～ 10:00 飯田会館 10:40～ 10:45

岸浜集会所 10:05～ 10:10 犬来集会所 10:55～ 11:00

西田会館 10:20～ 10:25 釜集会所 11:05～ 11:10 場 所

箕浦集会所 10:35～ 10:40 下西集会所 8:50 ～ 9:05
加茂漁村センター 10:45～ 10:55 那久路生活改善センター 9:20 ～ 9:25

蛸木一畑バス停 11:05～ 11:15 場 所 小路集会所 9:30 ～ 9:40

津戸バス待合所 11:25～ 11:30 八田集会所 8:50 ～ 9:00 郡集会所 9:45 ～ 9:55

向陽団地入口 11:35～ 11:40 月無集会所 9:05 ～ 9:15 山田生活改善センター 10:00～ 10:10
釜屋老人福祉センター 13:10～ 13:15 有木集会所 9:20 ～ 9:30 苗代田集落センター 10:15～ 10:20

中里集会所 13:20～ 13:30 国分寺駐車場 9:35 ～ 9:45 南方集落センター 10:25～ 10:35

上里集会所 13:35～ 13:45 平集会所 9:50 ～ 9:55 北方集会所 10:40～ 10:50

上那久集会所 13:55～ 14:00 勝山会館 10:05～ 10:10 福浦バス停 10:55～ 11:00

浜那久集会所 14:05～ 14:10 都万目集会所 10:15～ 10:20 代集会所 11:10～ 11:15

油井消防車庫 14:20～ 14:25 皆市集会所 10:30～ 10:35 久見集落センター 11:20～ 11:25

歌木バス待合所 10:45～ 10:50

蔵見公民館 10:55～ 11:00

場 所 原田中央集会所 11:05～ 11:20

隠岐島文化会館 8:50 ～ 9:10 中老人福祉センター 13:10～ 13:25

西郷老人会館 9:15 ～ 9:20 西村消防車庫前 13:30～ 13:35

隠岐支庁駐車場 9:25 ～ 9:35 伊後集会所 13:40～ 13:45

商工会駐車場 9:40 ～ 9:45 上元屋集会所 14:00～ 14:05

７月３０日（木）

時 間

８月５日（水）

時 間

７月２９日（水） ７月３０日（木） ８月５日（水）

８月６日（木）

時 間

時 間 時 間 時 間

 

 

町
有
財
産
に
自
動
販
売
機
を
設

置
す
る
事
業
者
を
以
下
の
と
お
り

募
集
し
ま
す
。 

 

隠
岐
の
島
町
役
場
（
新
庁
舎
） 

 

２
か
所 

 

令
和
２
年
９
月
23
日
（
水
）
か
ら 

令
和
５
年
３
月
31
日
（
水
）
ま
で 

 

提
案
歩
合
率
に
よ
る 

 

令
和
２
年
７
月
13
日
（
月
）
か
ら 

令
和
２
年
７
月
31
日
（
金
） 

応
募
方
法
等
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
隠
岐
の
島
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

 

役
場
総
務
課
行
政
係 

 
 

 
 

 
 

電
話
２-

２
１
１
１ 



                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

令
和
２
年
度
島
根
県
・
松
江
市
屋
外

広
告
物
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
屋

外
広
告
物
の
表
示
及
び
屋
外
広
告
物

を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
に
関
し
、
必

要
な
知
識
を
修
得
す
る
た
め
の
講
習

会
で
す
。 

 

な
お
、
屋
外
広
告
業
を
営
む
方
は
、

営
業
所
ご
と
に
屋
外
広
告
物
講
習
会

の
修
了
者
等
一
定
の
知
識
・
資
格
の
あ

る
者
を
配
置
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

 

 

環
境
省
大
山
隠
岐
国
立
公
園
隠
岐

管
理
官
事
務
所
で
は
、
「
～
隠
岐
の
夜

空
の
下
で
～
夏
の
星
空
観
察
会
」
を
開

催
し
ま
す
。 

 

講
師
の
先
生
に
よ
る
楽
し
い
星
の

お
話
を
聞
き
な
が
ら
、
夏
の
夜
を
ゆ
っ

く
り
と
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

 

７
月
18
日(

土)
 

午
後
８
時
～
10
時 

※
曇
天
時
及
び
雨
天
時
は
７
月

19
日

(
日)

 

に
延
期 

 

五
箇
町
民
運
動
場 

※
駐
車
場
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
で
き

る
だ
け
乗
り
合
わ
せ
て
ご
来
場
く
だ

さ
い
。  

北
野
大
作
氏
／
隠
岐
天
文
ク
ラ
ブ 

プ
レ
ア
デ
ス
代
表 

 

 

隠
岐
に
お
住
ま
い
の
方 

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴 

 

30
名
（
先
着
順
） 

 

お
一
人
様
50
円
（
保
険
代
） 

 

動
き
や
す
い
服
装
、
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。 

 

保
険
証(

コ
ピ
ー
可)

、
参
加
費(

50

円)

、
マ
ス
ク
、
飲
み
物
、
虫
除
け
ス
プ

レ
ー
、
敷
物
（
寝
転
が
り
用
）
、
懐
中
電

灯
（
任
意
）
、
双
眼
鏡
（
任
意
）
、
天
体

望
遠
鏡
（
任
意
） 

 

当
日
体
調
不
良
の
場
合
は
参
加
を
お

控
え
く
だ
さ
い
。
イ
ベ
ン
ト
参
加
中
は

マ
ス
ク
を
着
用
し
、
人
と
の
間
隔
を
空

け
、
望
遠
鏡
な
ど
の
機
材
に
は
お
手
を

触
れ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

事
前
申
込
制 

※
問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。 

 

７
月
15
日
（
水
）
ま
で 

 

 

大
山
隠
岐
国
立
公
園 

 

隠
岐
管
理
官
事
務
所 

 

 
 

 
 

 

電
話
２-

０
１
４
９ 

                   

 

 

島
根
県
住
宅
供
給
公
社
で
は
次
の

と
お
り
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま

す
。 

 

〔
公
営
住
宅
〕 

①
西
郷
地
区 

・
宮
ノ
前
団
地
：
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
） 

･

名
田
団
地
：
１
戸
（
２
Ｄ
Ｋ
） 

②
布
施
地
区 

･

上
原
団
地
：
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ)

 
 

〔
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
〕 

③
五
箇
地
区 

・
那
久
路
団
地
：
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
） 

④
都
万
地
区
」 

･

上
那
久
団
地
：
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
） 

⑤
布
施
地
区 

・
新
竹
原
団
地
：
１
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

７
月
16
日(

木
）
か
ら
７
月
30
日(

木)
 
 

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
） 

 

入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
窓
口
で
申

込
み
用
紙
を
請
求
し
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
（
書
類
を
そ
ろ
え
て
）
提
出

し
て
下
さ
い
。 
 

 
 

 

 

島
根
県
住
宅
供
給
公
社 

 

隠
岐
住
宅
管
理
事
務
所 

（
隠
岐
の
島
町
役
場
内
１
階
） 

電
話
３-

１
３
５
０ 

 
 

８
月
27
日
（
木
） 

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で 

８
月
28
日
（
金
） 

午
前
９
時
30
分
か
ら
11
時
50
分
ま
で 

※
受
付
時
間 

８
月
27
日
（
木
） 

午
前
９
時
30
分
か
ら
10
時
ま
で 

 

 

松
江
市
殿
町
８-

３ 

島
根
県
市
町
村
振
興
セ
ン
タ
ー 

６
階 

大
会
議
室 

 

屋
外
広
告
物
の
法
令
、
表
示
の
方
法
及

び
施
工
に
関
す
る
事
項 

 

４
，
０
１
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
別
途
） 

 

７
月
１
日
（
水
）
～
８
月
７
日
（
金
） 

※
当
日
消
印
有
効 

 

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
、
隠
岐
支

庁
県
土
整
備
局
又
は
各
県
土
整
備
事 

 
 

務
所
若
し
く
は
各
事
務
所 

※
受
講
案
内
は
島
根
県
都
市
計
画
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
h
i
m
a
n
e
.
l
g
.
j
p

/
i
n
f
r
a
/
n
a
t
u
r
e
/
k
e
i
k
a
n
/
o
k
u
g
a
i
/
k

o
u
s
y
u
u
k
a
i
1
.
h
t
m
l
 

 

 

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課 

 

電
話
０
８
５
２-

２
２-

６
１
４
３ 

  



                                 

                                 

                                 

                                 

 
 

 

 

松
江
地
方
法
務
局
と
島
根
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
子
ど
も
を
め

ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の
解
決
を
図

る
た
め
の
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
全
国

一
斉
で
、
本
年
８
月
28
日
（
金
）
～
９

月
３
日
（
木
）
を
「
子
ど
も
の
人
権
１

１
０
番
」
強
化
週
間
と
し
て
定
め
、
次

の
通
り
、
相
談
期
間
を
延
長
し
て
電
話

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

 

学
校
で
の
「
い
じ
め
」
や
家
庭
内
に

お
け
る
児
童
虐
待
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
不
当
な
差

別
や
偏
見
な
ど
、
学
校
生
活
や
日
常
生

活
の
中
で
悩
み
が
あ
る
方
や
そ
の
保

護
者
の
方
は
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
守
ら
れ
ま
す
。 

 

・
日
程 

 

８
月
28
日
（
金
）
～
９
月
３
日
（
木
） 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時 

た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
は
午
前
10

時
～
午
後
５
時 

・
電
話 

０
１
２
０-

０
０
７-

１
１
０ 

・
相
談
員 

法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護

委
員 

 

 

松
江
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課 

電
話
０
８
５
２-

３
２-

４
２
６
０ 

 

島
根
県
警
察
は
、
令
和
３
年
４
月
採

用
の
警
察
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。 

 

令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
で
満

33
歳

以
下
の
高
校
卒
業
程
度 

 

７
月
29
日
（
水
）
か
ら 

８
月
28
日
（
金
）
ま
で 

 

・
試
験
日 

９
月
20
日
（
日
） 

・
試
験
地 

松
江
市
ま
た
は
浜
田
市 

・
試
験
種
目 

教
養
試
験
、
身
体
検
査
、

体
力
検
査 

・
特
技
加
点 

対
象
特
技
（
該
当
者
に

一
定
加
点
） 

・
合
格
発
表 

10
月
９
日
（
金
） 

 

・
試
験
日 

11
月
上
旬 

・
最
終
合
格
発
表 

11
月
中
旬 

＊
日
程
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
島
根
県
警
察
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

 

 

隠
岐
の
島
警
察
署 電

話
２-

０
１
１
０ 

 

採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

電
話
０
１
２
０-

０
３
２-

７
６
４ 

 
 

 

 

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
し
ま
ね
で
は
、
県
内

就
職
を
希
望
す
る
２
０
２
１
年
卒
業

予
定
の
学
生
を
対
象
に
、
合
同
企
業
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

事
前
予
約
制
で
す
の
で
、
お
申
し
込
み

は
お
早
め
に
！ 

 

８
月
11
日
（
火
） 

前
半
12
時
30
分
～
14
時
30
分 

後
半
15
時
～
17
時 

８
月
12
日
（
水
） 

前
半
10
時
30
分
～
12
時
30
分 

後
半
13
時
～
15
時 

 

県
内
企
業
に
よ
る
合
同
企

業
説
明
会 

 

島
根
県
内
に
事
業
所

を
要
す
る
企
業
１
０
０
社 

（
前
・
後
半
各
回
25
社×

４
回
） 

 

事
前
申
し
込
み
制
、
定
員

前
・
後
半
各
70
名
程
度
を
予
定 

 

・
２
０
２
１
年
３
月
大
学
（
院
含
む
）
、

短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
等
の
卒
業
予
定
者 

・
未
就
職
卒
業
者
（
既
卒
３
年
以
内
） 

・
県
内
就
職
を
希
望
す
る
者 

 

 

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
し
ま
ね
（
公
益
財
団

法
人
ふ
る
さ
と
島
根
定
住
財
団
） 

 

電
話
０
１
２
０-

６
７-

４
５
１
０ 

 

島
根
県
で
は
、
魅
力
あ
る
島
根
の
景

観
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
る
建
造
物

な
ど
の
写
真
を
部
門
ご
と
に
募
集
し

ま
す
。 

 

１
ま
ち
・
み
ど
り
・
活
動
部
門 

２
土
木
施
設
部
門 

３
公
共
建
築
物
部
門 

４
民
間
建
築
物
部
門 

５
屋
外
広
告
物
部
門
・
そ
の
他
部
門 

 

自
薦
・
他
薦
を
問
わ
ず
ど
な
た
で
も
応

募
で
き
ま
す
。 

 

９
月
30
日
（
水
）
ま
で
で
す
。 

 

・
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

上
、
資
料
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。 

・
応
募
書
類
は
隠
岐
の
島
町
役
場
地
域

振
興
課
備
え
付
け
の
ほ
か
、
島
根
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
応
募
で
き
ま

す
。 

・
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
h
i
m
a
n
e
.
l
g
.
j
p

/
i
n
f
r
a
/
n
a
t
u
r
e
/
k
e
i
k
a
n
/
k
e
i
k
a
n
_
s

h
o
/
 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
、
中
止
さ
せ
て

い
た
だ
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

 

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課 

 

〒
６
９
０-

８
５
０
１ 

 
 

松
江
市
殿
町
１
番
地 

 

電
話
０
８
５
２-

２
２-

６
７
７
３ 

 



                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

海
上
保
安
庁
で
は
、
海
上
保
安
学
校

及
び
海
上
保
安
大
学
校
の
学
生
採
用

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。 

 

 

７
月
21
日
（
火
）
午
前
９
時
か
ら 

７
月
30
日
（
木
）
ま
で 

（
当
日
受
信
有
効
） 

 

※
受
験
申
込
み
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

９
月
27
日
（
日
）  

鳥
取
県
米
子
市 

・
採
用
後
は
、
海
上
保
安
学
校
（
京
都

府
舞
鶴
市
）
に
て
、
１
年
間
又
は
２
年

間
の
修
学
の
後
、
配
属
先
の
巡
視
船
等

で
勤
務
し
ま
す
。 

 

（
１
）
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い

て
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

12
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
令

和
３
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
者 

（
２
）
高
等
専
門
学
校
の
第
３
学
年
の

課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
令
和

２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
当
該
課
程

を
修
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て

12
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
等
人

事
院
が
（
１
）
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の

資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者 

 

 

 

８
月
27
日
（
木
）
午
前
９
時
か
ら 

９
月
７
日
（
月
）
ま
で 

（
当
日
受
信
有
効
） 

 

※
受
験
申
込
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

10
月
31
日
（
土
）
及
び
11
月
１
日
（
日
） 

 

鳥
取
県
米
子
市 

・
採
用
後
は
、
海
上
保
安
大
学
校
（
広

島
県
呉
市
）
に
て
、
約
４
年
間
の
修
学

の
後
、
配
属
先
の
巡
視
船
等
で
勤
務
し

ま
す
。 

 

（
１
）
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い

て
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を

卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

２
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
及
び
令

和
３
年
３
月
ま
で
に
高
等
学
校
又
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
者 

（
２
）
高
等
専
門
学
校
の
第
３
学
年
の

課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
令
和

２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
当
該
課
程

を
修
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
２
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
等
人

事
院
が
（
１
）
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の

資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者 

 

第
八
管
区
海
上
保
安
本
部
総
務
部
人

事
課 

 電
話
０
７
７
３-

７
６-

４
１
０
０ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス 

【h
t
t
p

：/
/
w
w
w
.
k
a
i
h
o
.
m
l
i
t
.
g
o
.
j
p

/
o
p
e
/
s
a
i
y
o
u
/
b
o
s
y
u
/

】 

採
用
試
験
の
詳
細
は
、
海
上
保
安
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。 

 

 
 

◆
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用 

座
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
は
、
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
航
行

中
、
障
害
物
と
の
接
触
を
避
け
る
た

め
、
止
む
を
得
ず
急
旋
回
や
緊
急
着
水

を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
乗
船
の

際
は
、
安
全
確
保
の
た
め
必
ず
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
を
ご
着
用
下
さ
い
。 

 

①
船
内
持
込
み
手
回
り
品
の
基
準 

・
大
き
さ 

３
辺
の
合
計
が
１
０
０
㎝

以
内
（
目
安
は
み
か
ん
箱
程
度
） 

・
重
さ 

１
個
10
㎏
ま
で 

・
１
人
２
個
ま
で 

※
基
準
よ
り
大
型
の
荷
物
や
重
量
物
、 

釣
り
道
具
、
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
、
ゴ

ル
フ
バ
ッ
ク
、
自
転
車
等
は
持
ち
込
み

で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
荷
物
は
、
フ

ェ
リ
ー
便
（
有
料
）
又
は
、
別
途
宅
配

便
等
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。 

②
ペ
ッ
ト
の
持
ち
込
み 

小
型
に
限
り
ま
す
（
有
料
）
。
必
ず
持
込

み
基
準
内
の
「
輸
送
用
ケ
ー
ジ
」
に
入

れ
て
、
足
元
に
置
い
て
く
だ
さ
い
。 

※
動
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
方
も
お
ら
れ

ま
す
の
で
、
船
内
で
は
ケ
ー
ジ
か
ら
顔

な
ど
も
出
さ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。 

③
車
イ
ス
ご
利
用
の
方
へ 

車
イ
ス
ご
利
用
の
方
は
予
約
の
際
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
た
だ
し
安
全
確
保

の
為
、
座
席
に
移
り
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を

し
て
頂
き
ま
す
。
介
助
者
の
ご
同
行
を

お
願
い
し
ま
す
。 

④
急
患
席
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ェ
リ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

⑤
予
約
制
で
す
。
受
付
時
間
は
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
５
時
（
本
社
は
午
後

６
時
ま
で
） 

＊
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
出
来
ま
す
。 

無
断
キ
ャ
ン
セ
ル
は
他
の
お
客
様
の

ご
迷
惑
と
な
り
ま
す
。
変
更
、
取
消
は

早
目
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

⑥
乗
船
手
続
き
は
出
港

20
分
前
ま
で

に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。 

⑦
そ
の
他 

船
内
は
全
席
禁
煙
で
す
。 

売
店
、
自
動
販
売
機
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。 

 

 

隠
岐
汽
船
株
式
会
社 

本
社 

 
 

 
 

 

電
話 

２-

１
１
２
２ 

ま
た
は
各
営
業
所
へ
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。 

 

 
 

 
 

 

別 冊  



                                 

                                 

                                 

                                 


